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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 前 面 側 に 開 放 さ れ た 筐 体 と 、 遊 技 に 関 す る 各 種 制 御 を 実 施 す る 制 御 基 板 装 置 と を
備 え 、 前 記 筐 体 内 に そ の 背 面 部 に 対 向 す る よ う に し て 前 記 制 御 基 板 装 置 を 配 置 し た 遊 技 機
に お い て 、
　 前 記 筐 体 の 背 面 部 に 固 定 さ れ た 第 １ 台 座 部 材 と 、
　 前 記 制 御 基 板 装 置 を 搭 載 し 、 前 記 第 １ 台 座 部 材 に 重 な る よ う に し て 設 け ら れ た 第 ２ 台 座
部 材 と を 備 え 、
　 前 記 第 ２ 台 座 部 材 を 前 記 第 １ 台 座 部 材 に 対 し て 回 動 可 能 と し 、 第 ２ 台 座 部 材 の 回 動 先 端
部 側 よ り 前 記 制 御 基 板 装 置 を 着 脱 可 能 と す る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

前 記 第 ２ 台 座 部 材 上 で 前 記 制 御 基 板 装 置 を ス ラ イ ド さ せ る こ と で 、 第 ２ 台 座 部 材 の 回 動
先 端 部 側 よ り 制 御 基 板 装 置 を 着 脱 可 能 と す る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 遊 技 機 。

前 記 制 御 基 板 装 置 の ス ラ イ ド 方 向 に 、 前 記 第 １ ， 第 ２ 台 座 部 材 を 重 ね 合 わ せ た 状 態 で 前
記 ス ラ イ ド の 障 害 と な る 障 害 部 材 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 制 御 基 板 装 置 は 長 辺 部 と 短 辺 部 と を 有 す る 矩 形 状 を な し 、 該 制 御 基 板 装 置 の 一 方 の
短 辺 部 に 、 回 動 中 心 と な る 回 動 軸 部 を 設 け 、 他 方 の 短 辺 部 に 、 前 記 制 御 基 板 装 置 を 着 脱 す
る た め の 基 板 出 入 口 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 制 御 基 板 装 置 の 少 な く と も 一 部 が 前 記 筐 体 の 前 面 開 放 部 よ り も 遊 技 機 前 方 に 移 動 で
き る よ う に し て 前 記 第 ２ 台 座 部 材 を 回 動 さ せ る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 乃 至
４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 ２ 台 座 部 材 と 前 記 制 御 基 板 装 置 と に そ れ ぞ れ 封 印 部 を 設 け 、 該 封 印 部 に お け る 封
印 処 理 に よ り 第 ２ 台 座 部 材 と 制 御 基 板 装 置 と を 離 脱 不 能 と し 、 封 印 後 の 破 壊 処 理 に よ り 封
印 履 歴 を 残 し た 状 態 で 第 ２ 台 座 部 材 と 制 御 基 板 装 置 と を 離 脱 可 能 と す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。



【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
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前 記 第 ２ 台 座 部 材 上 に 前 記 制 御 基 板 装 置 を 搭 載 し た 状 態 で 、 こ れ ら 両 部 材 に 跨 る よ う に
し て 、 再 貼 付 不 可 能 な 封 印 ラ ベ ル 体 を 貼 付 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ
か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 ２ 台 座 部 材 は 、 前 記 第 １ 台 座 部 材 か ら 分 離 不 可 能 と な っ て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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